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100万円

少額
現状維持

高額

数万円 100万円

利用者保護のため
資金滞留を制限

送金＋貸付＋預金

柔軟な決済法制の整備 –多様なニーズに対応できる利便性の高い送金サービスの実現-

○ 現状、資金移動業(送金サービス)は100万円以下の送金のみ取扱可能。

○ 必要な利用者保護を図ることを前提に、①100万円超を取扱可能な新類型の整備、②少額送金のみ扱う
事業者の規制緩和、を検討。
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新類型を整備

規制緩和の余地が
ないか検討



横断的な金融サービス仲介業の創設 –利便性のより高い金融仲介サービスの実現-

○ 多種多様な金融商品・サービスをワンストップで提供する仲介業者に適した制度の創設を検討。

① １つの登録を受けることで、銀行・証券・保険全ての分野での仲介を可能に（シングル・ライセンス）
② 特定の金融機関への所属を求めず、複数の金融機関の商品・サービスの比較が容易に

○ これにより、利便性のより高い金融仲介サービスが実現され、利用者それぞれが、自身に最も適した
金融商品・サービスの提供を受けやすくなることが期待される。

横断的な金融サービス仲介業
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利用者

保険料？

販売手数料？

金利？

比較 比較 比較

「資金供与」・「預金受入れ」 「資産運用」 「リスク移転」

 多数の金融機関の商品・サービスにワンストップでアクセス可能
 複数の金融機関の商品・サービスの比較が容易に
 利用者それぞれが、自身に最も適した商品・サービスをより選択しやすい環境に 2
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